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[bookmark: _GoBack]企業年金基金解散公告
　確定給付企業年金法第81条第３項及び第83条第２項の規定により解散したので、確定給付企業年金法施行令第58条の規定に基づいて次のとおり公告します。
1．基金の名称　○○○○○○企業年金基金
2．事務所の所在地　○○県○○市○○町○○番○○号
３．実施事業所の名称及び所在地　○○株式会社○○県○○市○○町○○番○○号、○○株式会社、○○株式会社○○県○○市○○町○○番○○号、○○株式会社
４．解散の理由　確定給付企業年金法第81条に基づく規約型年金基金への移行による。
５．解散認可があったとみなされた年月日
　　令和○○年○月○○日
　令和○○年○○月○○日（※①）
　　○○県○○市○○町○○番○○号
　　　　　　　　　　○○○○○企業年金基金
　　　　　　　　　　　　理事長　○○　○○


※解散事由を必ずご確認ください
（解散事由により、公告の文面が変わります）


（※①）掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。

関連条文　
（企業年金基金）
確定給付企業年金法　81条・83条・85条
確定給付企業年金法施行令　10条・58条・59条

（企業年金連合会）
確定給付企業年金法　91条の29・91条の31
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